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ロービーム

「すれ違い用前照灯」

照射範囲約４０ｍ

ハイビーム

「走行用前照灯」

照射範囲約１００ｍ

道路交通法第５２条「車両の灯火」（道路交通法施行令第１８条、第２０条）

第１項 車両等は、夜間（日没時から日出時まで）、道路を通行するときは、前

照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯（乗合自動車のみ）を点灯しな

ければならない。

第２項 車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合、又は他の車両等の直後を

進行する場合で、他の車両等の交通を妨げるおそれのあるときは、前照灯

の光度を減じ、または照射方向を下向きにするなどの操作をしなければな

らない。

積極的にハイビーム！常に危険を予測した運転を！！

前照灯は右前方の照らす範囲が狭いことから、運転手から見て右から左に横断

する歩行者を見落とし、衝突する事故が非常に多くなっています！

運転手の皆さんは、特に右から横断する歩行者に注意しましょう！

前方や対向車線に車両がないときは、積極的にハイビームに切り替えを！！

ロービーム

照射範囲

ハイビーム

照射範囲

約４０ｍ

約１００ｍ

前照灯の照射範囲


